
1 施設の名称 南ふれあいホーム 

2 設置・運営主体 松本市・社会福祉法人 松本市社会福祉協議会 

3 種別 就労継続支援B型 

4 〒・住所 〒３９０－０８３３  松本市双葉４－８（なんぷくプラザ１F） 

5 電話番号 ０２６３―２７―４９８０ 6 FAX番号  ０２６３－２７－４５５１ 

7 利用者の定員 20名 8 利用者数 30名 

9 職員数と内訳 
管理者１名 サービス管理責任者１名 職業指導員８名 生活支援員３名 

目標工賃達成指導員１名 

10 運営上で大切にし

ていること 

・利用者が希望する生活や心身の状況等を把握し、適切な助言・相談・支援等を行う。 

・利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう就労の機会を提供する

とともに、生産活動・その他の活動を提供する事を通じ、知識及び能力の向上のために

必要な訓練その他便宜を適切かつ効果的に行う。 

11 活動内容 

生産活動 
・パン・菓子販売事業（パン・菓子の製造、訪問販売） 

・受託作業（部品組立・紙の袋、箱の製作等） 

生活支援 

・社会訓練：集団生活の中でコミュニケーション能力や社会性を身に

着ける。また、社会見学等各種行事を通じ日常生活に必要な知識、

能力向上のために必要な訓練を行う。 

・生活訓練:ミーティング当番、お茶当番等を通じ日常生活に必要な知

識、能力向上のために必要な訓練を行う。 

12 日課 

 

９：００  朝のミーティング…作業内容の確認・ラジオ体操など 

９：１５  作業活動開始 

１０：３０  休憩（30分） 

１１：００  作業活動開始 

１２：００  昼食・休憩（60分） 

１３：００  作業活動開始 

１４：００  休憩（15分） 

１４：１５  作業活動開始 

１５：１５  作業活動終了 

       掃除・帰りのミーティングなど 

１６：００  退所 

＊パン・菓子の販売では時間が多少ずれることがあります。 

 

13 通所方法 徒歩・自転車・公共交通機関・ご家族の送迎 

14 送迎の有無 無 

15 利用者の利用負担 社会見学（年1回）などの行事参加費（その都度連絡します） 

16 家族の協力 病状急変時等の緊急時  支援会議・健康相談・就職相談等 

17 収益の還元方法と

金額 
南ふれあいホームの工賃規定による 

18 今後の事業予定  

19 その他 

車いす利用：利用可（トイレは施設外を利用）身体介助不可 

土曜日利用：基本的には土日祝日、お盆、年末年始は休業。ただし行事がある時のみ通所日

となります（その都度連絡します） 全敷地内禁煙 

 

【R４年４月現在】 

tel:0263274980

